
「東京大志学園 無料情報発信サービス」入会等に関する規約 
 

（目的） 
第 1 条 この規定は「公益財団法人こども教育支援財団東京大志学園情報発信提供サービ
ス事業」の実施に伴う入退会に関する手続等その他必要となる事項を定める。 
 
（会員サービスの内容） 
第 2条 入会者には毎月以下の情報を内容更新し、東京大志学園ＨＰ上で提供する。 

①過去の講演会、オンラインセミナー等の情報発信動画の提供 
②東京大志学園卒業生・保護者等の動画メッセージの提供 
③思春期・不登校支援に関する動画等の提供 
④講演会等の情報提供及び無償案内 
⑤こども教育支援財団及び東京大志学園が発行する広報資料の提供 

 
（入会資格・申し込み） 
第３条 入会希望者は本規約の目的・内容を理解し、所定の入会申込フォームより必要事項
を入力・送信し、東京大志学園校長の承認を得るものとする。 
入会申込みに関する書類に虚偽の記載がある者は入会の承認をしない。 
 
（情報提供内容の秘守義務） 
第４条 本サービス事業により発信された画像その他の情報は会員限りとし、動画の保存、
情報機器での画面収録をしてはならない。又、他に情報を提供・発信してはならない。  
 
（個人情報保護） 
第５条 本財団東京大志学園は、当該サービス事業実施により知りえた個人情報の保護に
は関係法令に則り万全を期すものとする。 
 
（会員資格の喪失） 
第６条 会員に以下のことが該当することとなったときは退会資格を停止することとする。 
本規定に記載された事項に違反した者 

 
（退会） 
第７条 会員は、所定の申込フォームより必要事項を入力・送信し、退会することが出来る。
ただし、当財団都合による解約の場合はこの限りではない。 
 
第８条 本規約に定めていない事項及び本事業実施に必要な細則は本財団が別に定める。 
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